
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A．研究目的 
「小児医療の広場」は小児医療について小

児医療者と保護者に対して情報提供を行う

目的で、とくに小児救急対応施設の全国マ

ップを提供している（図 1）。本研究では

「小児救急医療情報システムの評価」（文

献 1）を参考にして、小児救急医療施設の

情報提供について検討した。 
 

B．研究方法 
 2014年2～3月に、インターネット検索で、

各都道府県の小児救急医療情報提供を調査

した。厚生労働省HPの医療情報ネット（図2）

から検索した。医療情報ネットからの小児

救急医療機関検索が十分に可能か、小児に

特化した初期救急センター・休日夜間診療

所があるか、小児二次三次医療の情報提供

があるか、を調査した。 

 

 (倫理面への配慮) 
 本研究は個人を特定するものではなく、

人権擁護等の倫理的問題は発生しない。  
 
C．研究結果 
 医療情報ネット 47都道府県は、31県（66%）

が医療機能情報を主体とし（1型とする）、

16 県（34%）が医療機能情報と広域災害救

急医療情報システムを統合している（2 型

とする）の 2 種類がある。（以下、都道府

県は県と略す）1 型の 3 県は同県の広域災

害救急医療情報システムへリンクしている。

1 型の 31 県中 9 県（19%）では情報提供が

不十分で、同県の広域災害救急医療情報シ

ステムを新たにリンクすべきと判断された。

小児初期救急センター・小児初期急病診療

所などの小児に特化した一次救急医療体制

は 24 県（51%）で多少なりとも行なわれて

いた。それらには、広域大規模急患センタ

ー方式と二次病院併設型初期急患センター

方式の 2 つが見られた。保健医療計画・小

児救急医療体制の情報、すなわち小児二次

救急医療体制の情報を提供しているのは 28

県（60%）であった。 
 
D．考察 
 医療機能情報提供制度は開始して 8 年に

なるが、共通フォームがなく、都道府県ご

とにばらつきがある。小児救急医療情報の

提供は十分ではなく、初期救急医療体制の

小児への特化の試みは全国で 51%であった。

小児医療資源の不足から、24 時間対応が可

能な場合は限られており、広域大規模急患

センター方式と二次病院併設型初期急患セ

ンター方式の 2 方式による小児科医の集約

化が試みられている。小児医療圏は、行政

とずれがあって、隣接県の医療機関への受

診行動がみられることがある。そのため、

本研究のような全国的な情報提供の視点が

必要である。正確な最新の情報提供を行う

ためには、厚生労働省の医療情報ネット（図
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研究要旨 
 2014 年 2～3月に、インターネット検索で、各都道府県の小児救急医療情報提

供を調査した。医療機能情報提供制度は開始して 8 年になるが、共通フォーム

がなく、都道府県ごとにばらつきがある。小児救急医療情報の提供は十分では

なく、初期救急医療体制の小児への特化の試みは全国で 51%にすぎなかった。小

児医療圏は、行政とずれがあって、隣接県の医療機関への受診行動がみられる

ことがある。そのため、一般市民もアクセス可能な全国的な情報提供の視点が

必要である。正確な最新の情報提供を行うためには、厚生労働省の医療情報ネ

ットの更新、都道府県救急医療情報提供システムの成熟が重要と考えられた。

小児救急医療情報提供はさらなる充実が必要である。 



 

2）の更新、都道府県救急医療情報提供シス

テムの成熟が重要と考えられた。 

 

E．結論 

 小児救急医療情報提供はさらなる充実が

必要である。 

 

F．健康危険情報 

 特記すべき事項なし 

 

G．研究発表 

１．論文発表 

 特記すべき事項なし 

２．学会発表 

 特記すべき事項なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定含） 

１．特許取得  

 特記すべき事項なし 

２．実用新案登録 

 特記すべき事項なし 

３．その他   

 特記すべき事項なし 

 
文献 1：渡部誠一、「小児救急医療情報シス

テムの評価」、小児救急電話相談の実施体制

および相談対応の充実に関する研究（保科

清）、2012 年 
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図2.厚生労働省医療情報提供制度の都道府県医療情報提供ネット
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